
中
世
東
大
寺
史
研
究
は
分
厚
い
蓄
積
を
誇
る
。
わ
け
て
も
一
九
七
〇

年
代
後
半
か
ら
、
九

0
年
代
に
か
け
て
の
、
稲
葉
伸
道
・
永
村
餌
・
久

野
修
義
の
研
究
は
、
今
日
な
お
大
き
な
尊
き
と
な
っ
て
い
る
。
東
大
寺

は
、
別
当
・
政
所
、
惣
寺
と
年
預
所
、
大
勧
進
と
池
倉
、
諸
院
家
な
ど

多
様
な
組
織
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
平
安
よ
り
室
町

中
期
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
が
探
究
さ
れ
た
。
そ
こ
で
打
ち
出
さ

れ
た
東
大
寺
像
の
再
検
証
と
充
足
が
後
進
の
課
題
と
な
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
た
め
の
作
業
は
後
進
に
よ
っ
て
着
実
に
蓄
積
さ
れ
続
け

(
2
)
 

て
お
り
、
東
大
寺
像
は
よ
り
豊
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
小
論
も
そ
の
た

め
に
ひ
と
つ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
執
行
を
扱
う
。

執
行
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
稲
葉
伸
道
・
永
村
傾
の
簡
潔
な
整
理
が

は
じ
め
に

(
3
)
 

あ
り
、
以
下
の
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

執
行
は
、
令
制
で
設
置
さ
れ
た
寺
司
で
あ
る
三
網
（
上
座
・
寺
主
・

都
維
那
）
の
う
ち
首
座
に
あ
た
る
上
座
の
系
譜
を
引
く
。
長
官
僧
で
あ

る
別
当
が
組
織
す
る
政
所
の
首
座
で
あ
っ
た
。
そ
の
呼
称
が
確
認
さ
れ

る
の
は
、
一
三
世
紀
末
の
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
南
北
朝

期
に
は
、
「
公
文
所
」
と
も
称
さ
れ
た
。
荘
園
年
貢
を
諸
法
会
に
分
配

す
る
な
ど
行
事
・
法
会
運
営
の
要
職
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
中
期
頃
よ
り
父

子
間
相
伝
が
始
ま
り
、
南
北
朝
期
に
は
執
行
の
僧
坊
と
し
て
薬
師
院
・

正
法
院
が
併
存
し
、
地
位
を
め
ぐ
り
相
論
が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
成
果
に
、
新
た
な
知
見
を
加
え
る
た
め
に
は
、
い
ま
だ
利

用
が
十
分
と
は
言
い
が
た
い
「
薬
師
院
文
書
」
の
活
用
が
必
須
で
あ

る
。
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
執
行
で
あ
る
薬
師
院
に
伝
来
し
た
史
料
で

あ
る
。
同
院
廃
絶
に
伴
い
、
一
九
五
一
年
に
東
大
寺
図
書
館
に
寄
贈
さ

室
町
期
東
大
寺
執
行
の
記
録
か
ら

遠

藤

基

郎
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れ
た
。
現
在
は
さ
ら
に
後
に
古
書
店
よ
り
購
入
し
た
未
整
理
近
世
文
書

が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
一
部
は
寺
外
に
出
て
早
稲
田
大
学
図
書

館
の
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

薬
師
院
文
書
は
こ
れ
ま
で
も
、
す
で
に
平
澤
悟
の
公
人
研
究
、
畠
山

聡
の
東
大
寺
八
幡
宮
（
手
向
山
八
幡
）
祭
礼
手
掻
会
の
研
究
、
あ
る
い

は
西
田
知
己
の
永
正
五
年
(
-
五

0
八
）
東
大
寺
講
堂
火
災
の
研
究
に

て
あ
る
程
度
は
利
用
さ
れ
、
主
に
中
世
後
期
東
大
寺
史
の
進
展
に
寄
与

し
て
い
紅
゜

さ
ら
に
最
近
発
表
さ
れ
た
三
輪
餌
嗣
の
研
究
は
、
こ
の
薬
師
院
伝
来

史
料
の
内
、
正
安
元
年
(
―
二
九
九
）
＋
一
月
日
東
大
寺
年
中
行
事
（
薬

(
7
)
 

。
(
6
)
 

2
_
2
)
の
分
析
で
大
き
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
。
東
大
寺
の
年
中
行

2
 

事
の
体
系
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
学
侶
と
執
行
と
に
お
け
る

機
能
分
担
を
明
示
し
、
執
行
の
活
動
を
支
え
た
財
源
と
し
て
、
東
大
寺

別
当
が
管
理
し
た
九
州
の
観
世
音
寺
領
荘
園
が
大
き
な
比
重
を
占
め
た

こ
と
、
そ
の
比
重
は
院
政
期
・
鎌
倉
後
期
・
南
北
朝
期
と
低
下
す
る
こ

と
な
ど
を
指
摘
し
た
。

こ
の
三
輪
の
研
究
は
、
執
行
論
の
上
で
の
薬
師
院
伝
来
史
料
の
可
能

性
を
示
す
。
小
論
は
、
そ
の
賦
尾
に
付
い
て
、
薬
師
院
伝
来
史
料
の
可

能
性
を
広
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
薬
師
院
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
筒
略
に

整
理
し
た
上
で
、
そ
の
中
の
室
町
前
期
の
執
行
に
よ
る
記
録
か
ら
い
く

つ
か
興
味
深
い
記
事
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
当
該
期
の
執
行
の
実
態
を

垣
間
見
る
こ
と
に
す
る
。

薬
師
院
文
書
の
概
要

薬
師
院
文
書
は
、
第
一
文
書
部
一
九
四
通
・
第
二
記
録
部
三

0
五
点
・

第
三
経
疏
部
―
一
点
•
第
四
系
図
及
地
図
部
二
六
点
・
未
整
理
（
西
庄

持
参
分
お
よ
び
近
世
文
書
）
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
文

書
部
・
記
録
部
・
系
図
及
地
図
部
は
、
「
東
大
寺
文
害
目
録
j

第
五
巻
（
同

朋
舎
、
一
九
八
三
年
）
に
目
録
が
あ
る
。
ま
た
未
整
理
の
近
世
文
書
に

(
8
)
 

つ
い
て
は
史
料
編
築
所
で
調
査
を
し
た
。

史
料
編
媒
所
で
は
モ
ノ
ク
ロ
マ
イ
ク
ロ
撮
影
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
撮
影

を
行
い
、
写
真
帳
あ
る
い
は
、
図
書
室
端
末
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
の
閲
覧

可
能
と
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
第
一
文
書
部
•
第
二
記
録
部
に
つ
き
、
中
世
史
料
を
中

心
に
大
ま
か
な
特
徴
を
押
さ
え
た
い
。

(1)
文
書

(
9
)
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
簡
単
な
整
理
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。

今
回
改
め
て
気
づ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
重
複
の
感
は
あ
る
が
改
め
て
示

す
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。

文
書
番
号
単
位
数
で
一
九
四
点
、
ほ
ぼ
古
代
・
中
世
文
書
で
あ
る
。

近
世
文
書
は
、
未
整
理
分
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
最
も
古
い
も
の
は
、

天
平
勝
宝
二
年
（
七
五

0
)
九
月
五
日
大
宅
朝
臣
賀
是
万
呂
奴
婢
見
来

帳
で
あ
る
。
前
述
し
た
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
分
の
大
部
分
は
古
代
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日
清
澄
荘
給
主

文
書
で
あ
り
、
こ
の
タ
イ
プ
の
文
書
で
あ
る
。
た
だ
し
鎌
倉
時
代
以
前

に
つ
い
て
は
、
ご
く
少
数
を
除
け
ば
執
行
伝
来
で
あ
っ
た
可
能
性
は
低

い
。
原
則
的
に
は
、
．
江
戸
時
代
に
な
っ
て
薬
師
院
が
入
手
し
た
も
の
と

考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
に
つ
い
て
も
、
執
行
と
は
直
接
の
関
係
が
見
え
な
い
も
の

が
多
く
、
同
様
に
後
世
に
な
っ
て
入
手
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
以
下
の
三
点
は
、
や
や
悩
ま
し
い
。

延
応
元
年
(
―
二
三
九
）
三
月
十
九
日
上
乗
院
僧
正
任
吉
書
日
記
（
薬

l
)
 

(10) 

l
|
8
 

ー

仁
治
二
年
（
―
二
四
一
）
正
月
二
十
日
新
熊
野
法
印
任
吉
書
日
記
（
薬

l
_
1
2、
鎌
八
—
五
七
三
一
）

仁
治
二
年
正
月
二
十
日
新
熊
野
法
印
定
親
初
任
吉
書
諸
職
禄
物
注
文

（薬
1
|
1
8
)

こ
れ
ら
は
、
寺
外
別
当
の
就
任
俄
礼
で
あ
る
吉
書
と
大
仏
殿
拝
礼
、

あ
る
い
は
三
網
所
へ
の
荘
園
給
主
割
り
当
て
関
わ
る
も
の
で
、
い
か
に

も
執
行
が
保
持
す
る
に
相
応
し
い
記
録
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
は
、

寛
乗
11
聖
守
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
聖
守
は
、
鎌
倉
中
・
後
期
の
東

大
寺
興
行
に
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
学
僧
で
あ
り
、
執
行
で
は
な

(11) 
い
。
よ
っ
て
後
世
に
な
っ
て
薬
師
院
が
入
手
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
南
北
朝
・
室
町
前
期
以
後
に
つ
い
て
は
執
行
家
伝
来
史
料
と

見
ら
れ
る
も
の
が
多
数
あ
る
。

最
初
期
の
も
の
が
応
安
七
年
(
-
三
七
四
）
四
月

実
舜
申
状
土
代
（
薬
1
|
1
6
8
)
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
実
舜
は
、
薬

師
院
僧
と
し
て
の
永
和
年
間
(
-
三
七
五
ー
七
九
）
の
執
行
で
あ
り
、

そ
の
人
物
の
下
書
き
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
薬
師
院
伝
来
文
書
で
あ
る
。

明
確
に
執
行
宛
の
も
の
は
、
宝
徳
三
年
(
-
四
五
一
）
四
月
一
＿
十
九
日

法
華
会
納
所
英
覚
書
状
（
薬
1
|
5
0
)
か
ら
で
あ
る
。
特
に
永
正
年
間

（
一
五

0
三
ー
ニ
―
)
の
も
の
は
法
華
会
・
手
掻
会
の
経
営
文
書
が
集

中
し
て
残
る
。
こ
れ
は
後
述
の
叡
実
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
依
然
と
し
て
惣
寺
伝
来
文
書
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。

た
と
え
ば
天
正
二
十
年
(
-
五
九
二
）
十
月
日
東
大
寺
諸
納
所
方
目

録
（
薬
1
ー
郎
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
他
、
寺
外
文
書
の
蒐
集
文
書
と

し
て
、
西
大
寺
関
係
文
書
（
薬
l
|
1
9
4
)
が
あ
る
。

以
上
、
整
理
す
る
な
ら
ば
、
文
書
部
は
蒐
集
文
書
と
伝
来
文
書
（
経

営
文
書
）
の
混
在
状
況
に
あ
る
。
前
者
は
、
平
安
・
鎌
倉
期
の
ほ
と
ん

ど
と
そ
れ
以
降
の
部
分
的
な
も
の
。
後
者
は
南
北
朝
期
後
期
以
降
の
も

の
、
と
な
る
。

(2)
記
録
部

記
録
部
は
全
体
で
文
書
番
号
単
位
三

0
五
点
あ
る
。
文
書
部
が
、
一

紙
あ
る
い
は
複
数
紙
の
巻
子
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
冊
子
で

あ
る
と
い
う
形
態
上
の
違
い
が
あ
る
。
「
三
網
日
記
」
な
ど
の
タ
イ
ト

ル
を
持
つ
歴
代
執
行
の
記
録
、
そ
の
他
の
経
営
資
料
な
ど
か
ら
構
成
さ

れ
る
。
中
世
に
関
す
る
も
の
は
、
近
世
写
本
を
含
め
て
、
約
五

0
点
弱

を
数
え
る
。
残
り
大
部
分
は
近
世
で
あ
る
。
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現
在
の
整
理
順
は
、
本
来
の
管
理
状
態
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、

東
大
寺
図
書
館
に
は
い
っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
、
概
ね
正
倉
院
関

係
・
役
職
日
記
・
法
会
関
係
（
維
摩
会
・
法
華
会
・
手
掻
会
）
、
そ
の

他
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
東
大
寺
図
書
館
に
は
、
他
に
記
録

部
一
四
一
架
・
一
四
二
架
が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
同
様
の
原
則
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
中
世
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
畠
山
聡
作
成
の
「
東
大
寺

図
書
館
所
蔵
記
録
部
等
解
題
（
抄
、
中
世
関
連
史
料
）
」
が
約
五

0
点

(12) 

を
取
り
上
げ
る
。
主
な
も
の
を
示
す
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
。

中
世
分
で
も
っ
と
も
古
い
の
は
、
「
東
大
寺
年
中
行
事
」
（
薬
2

|

、
鎌
二
七
ー
ニ

0
三
0
八
）
で
あ
る
（
以
下
『
年
中
行
事
」
）
。
本
奥

゜
2
 

2
 

書
に
よ
っ
て
正
安
元
年
(
―
二
九
九
）
十
一
月
に
「
執
行
上
座
法
眼
」

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
輪
に
よ
れ
ば
、
こ
の
上
座

（
一
三
四
六
）

法
眼
は
艇
舜
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
奥
書
に
「
貞
和
二
年
六
月
執
行
朝
増

法
眼
注
進
之
」
と
も
見
え
て
い
る
。
内
容
的
に
も
執
行
の
業
務
に
密
接

に
関
わ
る
こ
と
は
三
輪
の
指
摘
の
通
り
で
あ
り
、
さ
ら
に
後
述
の
よ
う

に
朝
増
は
薬
師
院
で
あ
っ
た
か
ら
、
薬
師
院
伝
来
史
料
と
解
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
以
後
、
永
享
年
間
ま
で
、
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
。

室
町
前
期
以
後
は
、
執
行
の
業
務
と
関
わ
る
史
料
と
し
て
、
執
行
日

記
、
法
華
会
・
手
掻
会
・
浄
土
堂
な
ど
の
記
録
が
残
る
よ
う
に
な
る
。

原
本
に
関
し
て
言
え
ば
、
永
享
年
間
以
後
の
も
の
で
あ
る
。
文
書
部
に

お
い
て
、
厳
密
な
意
味
で
執
行
家
伝
来
文
書
は
南
北
朝
期
後
期
頃
か
ら

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
や
や
遅
れ
る
感
が
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
問
題

が
発
生
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

ま
た
文
書
部
と
同
じ
く
、
記
録
部
に
あ
っ
て
も
蒐
集
史
料
が
含
ま
れ

る
。
寺
内
・
寺
外
が
あ
っ
て
、
寺
内
で
は
、
法
華
堂
関
係
の
記
録
と
し

て
、
「
賢
成
戒
和
尚
拝
堂
記
」
「
旧
記
抜
書
」
「
法
華
堂
要
録
」
「
寺
辺
之

記
」
な
ど
が
あ
る
。
寺
外
で
は
、
「
（
興
福
寺
）
衆
中
集
会
引
付
」
が
あ
る
。

さ
て
執
行
伝
来
史
料
に
は
、
注
目
す
べ
き
二
人
の
執
行
が
い
る
。
慶

実
（
永
享
頃
）
と
叡
実
（
永
正
頃
）
で
あ
る
。
塵
実
は
五
点
、
叡
実
は

―
二
点
が
そ
れ
ぞ
れ
残
る
。

両
名
の
特
徴
は
、
執
行
職
を
め
ぐ
る
相
論
の
当
事
者
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
永
正
年
間
の
叡
実
に
つ
い
て
は
、
正
法
院
と
の
争
い
の
結
果
、

両
院
の
輪
番
制
が
取
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
叡
実
の
記
録

に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
翻
っ
て
そ
の
危
機
感
こ

そ
が
、
筆
を
取
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
永
享
年
間
の
慶
実
に
つ
い

て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

永
享
年
間
の
執
行
慶
実
の
ふ
た
つ
の
記
録

永
享
年
間
(
-
四
二
九
＼
四
一
）
の
慶
実
が
残
し
た
も
の
の
中
で
内

容
が
豊
富
な
も
の
は
、
「
東
大
寺
執
行
所
日
記
」
（
薬
2
1
1
0
7
)
と
「
執

行
職
事
（
記
）
」
（
薬
2
ー、
142)
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
「
日
記
」
『
事
記
」

と
略
す
。
両
者
と
も
若
干
の
落
丁
の
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
残

存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
日
記
」
は
、
日
次
記
で
は
な
く
、
文
書
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表 1

史料名 番号 備考

東大寺執行所日記 渫-2-107 応永 12年、実済撰。永享 11年 (1439)艇実写。

東大寺執行所H記 薬-2-109 水正2年 (1505)~ 7年、叙実撰。

東大寺執行方Hid 薬ふ111 水正4年(1507)~ 17年、叡実撰。

束大寺執行職得分蘭取H記 薬 •2-140 明応6年～永禄6年、叡実撰。

執行方諸補任成下引付（後欠） 薬-2-141 明応6年 (1497)～永正 15年 (1518)、叡実・頼実撰。

執行職事記（後欠） 薬-2-142 永享5年 (1433)10月5H～文安6年 (1449)、艇実撰。

執行職私記（後欠） 薬 •2-143-1 明応6年 (1497)、恢実撰。

東大寺執行耽折中之記私 薬 •2-143-2 明応6年 (1497)～永正2年 (1505)、叡実撰。

執行職之次第 薬-2-144 永正 14年 (1517)、叙実撰。天文23年 (1554)、頼実撰。

東大寺々門惣別Hii 薬ふ157-2永正 16年 (1519)• 17年 (1520)、叡実撰。

寺辺之記 薬ふ158 寅天消文撰3。年 (1534)～艇長 6年 (1601)、法華堂衆蓮乗院

旧記抜杏 薬 •2-159 茄吉2年 (1442)～永正9年 (1512)、法華堂衆撰。

法華堂要録 薬ふ174 長禄3年(1459)4月3日～文明 15年(1483)、法華堂衆撰。

任職控 薬-2-192 永卒 11年 (1439) 8月、艇実撰か。

浄土堂方8記 薬 •2-206 永正2年 (1505)～同 10年、弘治3年 (1557)、叙実撰。

賢成戒和尚拝堂記 薬ー2-208 康永2年 (1343)、法華堂衆撰。

消澄庄近年日記 薬-2-217 永享4年 (1422)、艇実撰か。

東大寺年中行事 薬-2-220 正安元年 (1299)、艇舜撰か。貞和2年 (1346)朝増写。

手掻会行烈次第井修人 薬ふ260-1 長禄元年 (1457)、実済撰。

貞和四・正長元転害会施行H記 薬 •2-285 明貞肝和元4年年 (1(1635485))、実実宜舜写撰。。正長元年 (1428)、脱実撰。

転害会施行日記 薬-2-286 正長元年 (1428)、艇実撰。

永正二年転害会記 薬 •2-287 永正2年 (1505)、叡実撰。

法花会8記 薬ふ291 永正2年 (1505)、叡実撰。

法花会始行日記 薬 •2-292 永正 10年 (1513)、叡実撰。

法花会日記 薬。2。294 天文9年 (1540)、頼実撰か。

法花会日記 薬ふ297 天正5年 (1577)、実祐撰。殿長7年 (1602)英祐撰

衆中集会引付 薬-2-305 天正6年 (1578)、興福寺沙汰衆宗信撰。
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文
例
集
で
あ
る
。
一
方
、
「
事
記
」
は
永
享
五
年
か
ら
十
二
年
ま
で
の

特
定
の
行
事
・
事
項
の
み
に
限
定
し
た
内
容
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
記
録
成
立
の
背
景
は
、
「
日
記
」
の
奥
書
と
、
「
事
記
」

の
紙
背
文
書
か
ら
窺
え
る
。
ま
ず
奥
書
で
あ
る
。

抑
此
記
者
、
応
永
十
二
年
之
比
、
実
済
法
眼
為
当
職
数
ヶ
年
致
沙
汰

日
記
也
。
其
分
者
、
先
祖
朝
舜
法
眼
・
同
息
朝
増
・
舎
弟
之
実
舜
法

眼
等
、
代
々
為
当
職
致
沙
汰
先
跡
也
。
然
又
近
日
居
彼
職
之
間
、
為

相
学
應
永
之
跡
所
写
之
也
。
自
然
不
信
在
之
者
、
以
古
本
可
有
校
合

突。

永
享
拾
一
年
〈
乙
未
〉
卯
月
十
三
日
（
花
押
）

実
父
で
あ
っ
た
執
行
実
済
が
応
永
十
二
年
(
-
四
0
四
）
に
撰
述
し

た
も
の
を
、
さ
ら
に
永
享
十
一
年
(
-
四
三
九
）
に
慶
実
が
書
写
し
た

の
で
あ
っ
た
。
「
最
近
、
執
行
と
な
っ
た
の
で
、
実
済
の
前
例
を
学
ぶ

た
め
に
写
し
た
」
と
あ
る
が
、
慶
実
が
執
行
と
な
っ
た
の
は
、
約
五
年

前
の
永
享
五
年
十
月
で
あ
っ
た
。
「
事
記
」
（
第
三
丁
）
に
そ
の
補
任
状

が
見
え
る
。

し
か
し
こ
の
補
任
は
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

を
示
す
史
料
が
、
「
事
記
」
の
紙
背
文
書
に
あ
る
。

（

法

偽

口

実

）

東
大
寺
執
行
ほ
う
け
う
け
い
実
謹
申
、

(n)

（
欠
）

右
、
か
の
執
行
し
よ
く
ハ
、
そ
の
け
つ
あ
る
に
よ
っ
て
、
あ
て
お
こ

（

費

子

）

な
ハ
る
、
も
の
な
り
。
し
か
る
に
せ
ん
執
行
の
や
う
し
、
か
の
執
行

し
き
ハ
代
々
も
ち
き
た
り
た
る
事
二
て
候
を
、
こ
ん
と
よ
く
口
も
た

（江）

せ
ら
れ
候
と
て
、
上
い
を
う
か
、
い
候
へ
き
よ
し
、
そ
の
聞

□□
ん

（

表

？

）

（

＊

惚

）

執
行
よ
り
た
、
さ
き
ハ
、
た
い
舜
と
申
候
し
〈
ゑ
い
と
く
の
比
〉
、

そ
の
さ
き
ハ
又

□口
口
と
申
候
し
〈
口
い
わ
の
比
候
〉
、
こ
の
二
人

（

祖

父

）

ハ
け
い
実
か
た
め
に
、
ひ
と
り
口

□口
、
ひ
と
り
ハ
お
ほ
を
ち
、
い

（

先

祖

）

（

済

）

つ
れ
せ
ん
そ
の
執
行
二
て
候
。
け
い
実
か
お
や
実
せ
い
口
せ
ん
執
行

の
中
口
に
応
永

□比
、
執
行
を
つ
か
ま
つ
り
て
候
。
か
や
う
に
候
事

（

控

）

（

瑾

還

）

を
、
代
々
も
ち

□口
た
る
よ
し
か
す
め
申
候
。
は
や
り
う
ん
の
事
に

□口
む
・
て
ら
の
さ
た
と
も
に
お
も
ひ
候
て
、
あ
て
お
こ
な
わ
は
る

口
事
二
て
候
。
せ
ん
す
る
と
こ
ろ
、
き
こ
し
め
し
入
候
ら
れ
口
す
ハ
、

（

辺

糧

）

み
ち
の
り
御
は
か
ら
い
た
る
へ
＜
候
。

（

永

享

）

え
い
き
や
う
五
年
十
二
月
日

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
慶
実
の
補
任
は
、
「
せ
ん
執
行
」
の
死
去
に
伴
う

も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
関
係
史
料
に
よ
れ
ば
前
任
の
執
行
は
寛
専
と

い
う
人
物
で
正
法
院
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
養
子
が
由
緒
あ
り
と
し
て
、

お
そ
ら
く
は
別
当
に
訴
え
出
た
。
そ
れ
に
対
し
て
の
訴
え
で
あ
る
。
慶

実
は
、
泰
舜
・
実
舜
・
実
済
と
連
綿
と
一
族
が
執
行
に
つ
い
た
由
緒
を

述
べ
、
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
し
、
正
法
院
の
訴
訟
を
棄
却
す
る
よ
う

求
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
正
法
院
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
、
執
行
の
地
位
を
保

っ
た
め
に
も
、
業
務
の
円
滑
な
遂
行
が
重
要
で
あ
っ
た
。
「
日
記
」
奥

書
に
立
ち
戻
れ
ば
、
慶
実
は
先
祖
の
知
識
を
ま
と
め
た
父
実
済
の
書
を

参
考
と
し
つ
つ
、
業
務
に
専
念
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
こ
れ
か
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ら
の
分
析
で
再
確
認
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
「
日
記
j

『
事
記
」
の
順
で

内
容
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
1
)
「
東
大
寺
執
行
所
日
記
」
（
薬
2|107)

「
日
記
」
は
、
冒
頭
付
近
に
「
東
大
寺
十
二
大
会
」
の
一
覧
を
置

き
、
そ
の
後
は
大
き
く
三
部
立
て
と
な
っ
て
い
る
（
表
2
)
。
第
一
部

現
用
文
例
集
（
第
一
ー
ニ
三
丁
）
、
第
二
部
非
現
用
文
例
集
（
第
二
三

＼
三
一
丁
）
、
第
三
部
現
用
の
重
要
事
項
（
第
三
ニ
ー
三
七
丁
、
一
部

文
例
あ
り
）
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
冒
頭
付
近
の
「
十
二
大
会
」
の
内
容
は
表
3
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
東
大
寺
の
十
二
大
会
に
つ
い
て
は
、
三
輪
餌
嗣
の
研
究
が
あ
っ

て
、
そ
の
意
義
の
ひ
と
つ
を
東
大
寺
全
体
の
統
合
機
能
に
見
い
だ
し
て

(16) 

い
る
。
魅
力
的
な
指
摘
で
は
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
『
日
記
」
に
こ

れ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
概
ね
平
安
時
代
以
来
の
由
緒
を
持
つ
、

別
当
・
政
所
系
列
の
法
会
で
、
執
行
を
含
む
三
綱
が
法
会
運
営
に
携

わ
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
問
題
で
あ
る
。
な
お
表
2
の
う
ち
、
『
日
記
』
『
事
記
』
に
見

え
る
の
は
華
厳
会
・
法
華
会
・
万
燈
会
の
み
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
て
理
念

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

•
第
一
部
・
第
二
部
文
例
集

第
一
部
•
第
二
部
は
、
法
会
・
行
事
な
ど
の
用
途
支
配
回
状
の
実
例

を
あ
げ
る
（
表
2
)
。
記
載
内
容
は
、
行
事
名
・
所
課
品
目
・
所
課
荘
園
・

納
入
期
限
・
納
入
場
所
・
年
月
日
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
文
書
の
先
頭
の

右
上
に
、
回
状
を
持
参
す
る
使
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

る
（
六
丁
表
）

小
網
燭
之
、

来
廿
三
日
八
幡
宮
大
般
若
供
養
楽
所
酒
肴
事
、

合
酒
肴
可
為
六
十
人
之
用
意
也
。

黒
田
荘
〈
酒
二
斗
五
舛
、
肴
二
種
蓮
根
・
煮
和
布
、
大
瓶
一
抄
、

長
櫃
一
合
、
折
敷
廿
枚
銚
子
銑
、
酒
土
器
廿
〉

笠
間
薦
生
荘
〈
酒
一
斗
三
舛
、
肴
一
種
午
房
折
敷
十
枚
、
箸

三
十
前
〉

北
伊
賀
荘
々
〈
酒
一
斗
五
舛
、
肴
一
種
タ
ウ
フ
サ
シ
折
敷
十
五

枚
、
箸
三
十
前
〉

裸
荘
〈
粽
二
合
小
土
器
三
十
〉
消
澄
荘
〈
粽
一
合
半
小
土
器

十
五
〉

薬
薗
荘
〈
粽
二
合
半
大
土
器
十
・
小
土
器
廿
〉
長
屋
荘
〈
粽
一
合
〉

賀
茂
荘
〈
粽
一
合
〉
雑
役
荘
〈
粽
三
合
小
土
器
三
十
〉

右
酒
肴
者
、
来
廿
一
二
日
〈
辰
初
貼
〉
任
例
可
致
寄
子
三
昧
堂
辺
之

状
、
如
件
。

応
永
十
二
年
三
月
十
五
日

傍
線
部
は
、
小
網
が
こ
の
回
状
を
回
覧
す
る
使
者
で
あ
る
こ
と
を
示

す
。
三
月
二
十
三
日
の
東
大
寺
八
幡
宮
（
手
向
山
八
幡
）
で
の
大
般
若

供
養
で
舞
楽
を
奉
納
す
る
楽
所
楽
人
な
ど
の
酒
肴
用
途
を
黒
田
荘
な
ど

八
箇
所
に
課
し
た
も
の
で
あ
る
。
銭
で
は
な
く
実
際
の
科
理
・
酒
が
課

一
例
を
あ
げ
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表 2

文嘗日付

第 1部現用文例

応永 12年正月 1日

（同上）

応永 11年 12月27日

応永 12年 3月 15日

応永 12年5月29日

応永 12年6月 108 

応永 12年 7月日

応永 12年 7月 18日

応永 12年 8月20日

応永 12年 8月 10日

応永 12年 8月 15日

応永 12年 8月25日

応永 12年8月20日

応永 12年8月25日

応永 12年 8月 15日

応永 12年 8月25日

応永 12年8月25日

応永 13年 2月日

応永 13年 2月 10H

（同上）

応永 12年 12月20日

第2部 非現用文例

明徳元年 10月20日

永和 4年？ 12月27日

永和 4年 12月27日

永和 4年 11月 12日

永和 4年 11月 12日

永和 4年 11月日

永徳3年 6月 18日

（永徳 3年 10月 1日）

永徳3年 10月 1日

応永 2年8月日

至徳2年 8月日

嘉殷元年 11月6日

建武5年 6月8B

第3部現用の重要事項

行事等

八幡宮大宮政所長講

八幡宮若宮政所長講

講堂修正会

八幡宮大般若供蓑

大湯屋粥設

供御瓜

龍池祈雨

（同上）

転害会

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

（同上）

東大寺法華会

（同上）

（同上）

大湯屋正月姓

八幡宮神輿動座

（同上）

（同上）

八幡宮遷宮

（同上）

（同上）

造東大寺司長官瓜

興福寺維摩会

（同上）

衆会所簾

正倉院宝物渡

興福寺？法華会

祇園社神子・神人酒肴

所課内容 使者

（不明、黒田・薬園・採諸荘） 小綱

（不明、雑役・消澄・賀茂・長屋諸荘）

楽所酒肴 堂童子

楽所酒肴 小網

差し廷 木守

瓜 小網

差し筵 木守

巫女・神人酒看 小網

田楽南中門菜子酒肴 小網

大衆宿坊酒肴 小綱

神馬飼 木守

性 木守

仮屋三輪板 木守

仮屋筵 木守

馬場掃除 木守

競馬単衣 小綱

駕輿丁 小網

綱所日供浣飯 小網

掃除 木守

無官布代

畳 木守

御前筵．簾 木守

（大宮？）正月三が日御菓子

若宮正月三が日御菓子

楽屋畳

注松・続松

宿直人

瓜

第三夜竪義威俄供

第四夜竪義三方院家威餞供

簾

渡し人夫

第四夜竪義威俄供

酒肴

正月 1日上司御倉祭の供物／正月 9日大仏殿修正会の供米の札／正月 2日公人・小網節／鎮西
米納所のこと（年貢の先例） ／盗人尋問の時の公人などへの振る舞い／執行初任の公人・小網
への饗膳／勾当・小絹・公人などの補任料／美浪大井荘職人上洛時の執行への献物／公文所店
蒲丑きの際の公人への振る舞い／法華会新仏供の小桐などへの下物／手掻会の仕丁への禄物／
法華会・華厳会会料の他促使者／玉井荘の執行得分・手掻会相撲料・孟蘭盆瓜／裸荘•河上荘
の執行得分／公人の使役／歳末節（六堂中よりの献上）／ 12月発給の切符の文例（七賢御仏供・
湯木料・山陵御仏供・疫神供料他）
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さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ

れ
の
荘
園
を
割
り
当
て
ら
れ

た
「
給
主
」
と
呼
ば
れ
る
寺

内
構
成
員
（
主
に
僧
侶
）
を

賦
課
対
象
と
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
午
前
七
時
（
「
辰
初

点
」
）
ま
で
に
、
境
内
の
三

昧
堂
に
持
参
せ
よ
と
あ
る
。

こ
う
し
た
回
状
の
実
例
は
、

文
明
十
九
年
(
-
四
八
七
）

八
月
日
手
掻
会
骰
荘
々
支
配
状
（
薬
1
|
7
3
)
に
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は

荘
園
ご
と
に
「
奉
」
が
異
筆
で
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
所

課
を
了
解
し
た
荘
園
の
給
主
が
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
使
者

が
回
買
・
確
認
の
上
、
執
行
の
も
と
で
保
管
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

後
述
の
『
事
昔
」
中
で
は
、
「
日
記
』
に
あ
る
文
例
の
書
式
と
一
致

す
る
も
の
が
複
数
あ
り
、
こ
の
「
日
記
」
の
文
例
に
よ
っ
て
い
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
文
例
だ
け
で
な
く
、
随
所
に
「
私
云
」
「
記
云
」
と
し
て
、

例
え
ば
物
品
の
差
配
な
ど
行
事
当
日
の
決
ま
り
事
な
ど
が
補
足
的
に
記

さ
れ
て
い
る
。
業
務
用
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
価
値
を
高
め
て
い
る
。

第
一
部
と
第
二
部
の
別
は
、
前
者
が
「
近
年
所
沙
汰
付
之
支
配
」
、

す
な
わ
ち
現
用
で
あ
り
、
後
者
が
「
惣
而
近
年
改
マ
リ
テ
是
ヲ
用
イ
ス
、

表 3

月一

1
3
4
5
6
7
1
1
3
1
2

H・法会

（吉H)大仁王会

4花厳会

8仏生会

5小五月会

14万華会／22千華会／28解除会

15妓楽会

14千燈会

16法華会

14万燈会

方広会

但
御
動
座
之
時
、
筵
簾
等
ハ
、
応
永
年
中
マ
テ
モ
入
ル
時
ハ
コ
レ
ヲ
用

ル
也
。
自
余
者
、
惣
而
不
用
也
。
雖
然
、
若
不
変
之
時
、
為
相
答
、
古

物
ヲ
ア
ツ
メ
テ
書
載
」
た
も
の
、
す
な
わ
ち
非
現
用
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
具
体
的
な
行
事
な
ど
は
表
2
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
非
現
用
と

な
っ
た
の
は
、
財
源
問
題
な
ど
に
よ
り
執
行
の
関
与
が
消
滅
し
た
の
が

最
大
の
理
由
だ
ろ
う
。

一
方
、
第
一
・
ニ
部
に
記
載
の
荘
園
は
、
大
和
・
伊
賀
・
山
城
・
摂

津
な
ど
畿
内
・
東
大
寺
隣
国
に
限
定
さ
れ
る
。
例
外
は
美
涙
大
井
荘
で

あ
る
。
同
時
期
の
室
町
前
期
の
東
大
寺
領
は
、
越
中
高
瀬
・
遠
江
蒲
．

播
磨
大
部
・
周
防
国
術
な
ど
が
あ
り
、
文
書
．
も
比
較
的
豊
富
に
残
存
す

る
が
、
そ
れ
ら
が
こ
こ
に
は
一
切
見
え
な
い
。
一
方
で
、
こ
こ
で
確
認

さ
れ
る
荘
園
の
ほ
と
ん
ど
は
、
当
該
期
の
文
書
が
残
存
し
て
い
な
い
た

め
に
、
存
在
自
体
が
曖
昧
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
日
記
」
は
そ
れ
ら

が
な
お
も
、
東
大
寺
の
法
会
の
基
幹
部
分
を
財
務
上
支
え
る
重
要
な
役

割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
文
書
残
存
と
、
実
態
と
の
乖
離
は
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

•
第
三
部
現
用
の
重
要
事
項

取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
表
2
の
通
り
で
あ
る
。
十
二
月
発
給
の

切
符
の
文
例
を
除
け
ば
、
各
行
事
や
業
務
の
先
例
を
書
き
上
げ
た
も
の

で
、
第
一
部
の
「
私
云
」
「
記
云
」
と
共
通
性
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
公

人
関
係
の
も
の
は
後
ほ
ど
紹
介
し
た
い
。

(2)
「
執
行
職
事
（
記
）
」
（
薬
2_142)
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全
八
六
丁
で
永
享
五
年
(
-
四
一
―
―
―
―
-
）
十
月
五
日
の
慶
実
執
行
補
任

か
ら
始
ま
り
、
永
享
十
二
年
八
月
の
途
中
（
公
人
補
任
の
記
事
）
ま
で

が
、
内
容
的
に
は
整
っ
て
い
る
。
そ
の
直
後
は
、
文
安
四
年
(
-
四
四
八
）

か
ら
六
年
ま
で
の
公
人
補
任
の
記
事
が
ご
く
簡
略
続
き
、
さ
ら
に
二
紙

余
白
が
あ
る
。

原
表
紙
に
は
「
永
享
五
年
〈
癸
丑
〉
十
月
五
日
始
之
」
と
し
て
慶
実

の
署
判
も
あ
る
。
永
享
十
二
年
ま
で
は
同
筆
で
あ
る
こ
と
、
修
正
な
ど

が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
後
述
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
事
項
が
一
定
し
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
永
享
十
二
年
段
階
で
、
そ
れ
ま
で
手
元
に
あ
っ
た

記
録
を
も
と
に
編
集
さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
上
部
に
見
出

し
付
き
の
付
箋
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
後
年
参
考
資
料
と
し
て
利

用
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

記
述
は
、
年
単
位
で
、
時
系
列
に
沿
っ
て
は
い
る
が
、
日
々
の
で
き

ご
と
を
記
す
も
の
で
は
な
い
。
特
定
の
行
事
・
法
会
に
固
定
さ
れ
る
。

そ
の
内
容
を
整
理
す
る
と
表
4
の
よ
う
に
な
る
。
大
き
く
（
あ
）
執
行

が
用
途
の
徴
収
・
夫
役
手
配
、
当
日
の
物
資
配
分
な
ど
に
関
わ
っ
た
行

事
・
法
会
、
（
い
）
公
人
・
小
網
な
ど
部
下
の
任
命
と
下
行
物
、
（
う
）

執
行
得
分
に
関
す
る
も
の
、
に
分
け
ら
れ
る
。
固
定
さ
れ
た
行
事
・
法

会
は
、
「
日
記
」
が
取
り
上
げ
る
そ
れ
と
ほ
ぽ
一
致
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
「
事
記
」
は
、
「
日
記
」
の
行
事
・
法
会
の
実
態
を
記
録
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
翻
っ
て
、
こ
こ
に
見
え
る
内
容
こ
そ
、
少
な
く
と
も
こ

の
時
点
に
お
い
て
執
行
と
し
て
押
さ
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言

4 
表

える。

以下、冗長になるが、当該期の執行の実態を検討する素材

として、「日記」の記述も交えつつ、（あ）＼（う）について

紹介したい。

（あ）執行の関与した行事・法会

表4に示したように年間を通して多く行事・法会の記事が

あるが、紙幅の都合で、孟蘭盆瓜・龍池祈雨・華厳会のみ取

り上げる。

．孟蘭盆供の瓜

鎌倉後期の「年中行事」では、七月十五日の孟蘭盆講は法

華堂にて行われた。執行は瓜を二百個用意して、寺内の役人

行耶・法会 分類

元日御倉祭 あ

3~5月華厳会料催促．硝取 あ

3月八幡宮大般若経供養 あ

5月広蒲丑き "‘ 
5月山城玉井庄得分麦 う

5月大湯屋粥浪廷 あ

5月大和採庄執行得分麦 う

6月御供瓜 あ

7月玉井庄盆供瓜 しヽ•う

9月大和河上庄執行得分米 う

9月～八幡宮転害会 あ

10月執行得分玉井庄分転害会相撲米 あ・う

10月～法華会料催促・請取 あ

理11月・網頃所法日華供会な無ど官絹布代・講師坊料 ぁ

万燈会 あ

12月七賢御仏供等切符8通 あ

12月大湯屋位・正月長講など支配 あ

12月六堂・出納歳末献上 う

龍池祈雨 あ

公人など補任 "‘ 
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で
あ
る
大
膳
に
送
る
。
ま
た
荘
園
の
負
担
と
し
て
は
、
薬
園
・
清
澄
・

採
荘
な
ど
の
米
と
玉
井
荘
の
瓜
．
茄
子
が
あ
っ
た
。
前
者
は
御
仏
供
料
・

菜
料
な
ど
に
充
て
ら
れ
、
さ
ら
に
残
余
が
瓜
の
代
に
充
て
ら
れ
た
可
能

性
も
あ
る
。
瓜
二
百
個
の
内
訳
は
、
百
個
が
仏
前
の
供
物
で
、
残
り
が

出
仕
僧
侶
八

0
人
と
三
網
で
分
配
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
「
事
記
」
で
は
、
瓜
以
外
の
記
事
は
見
え
な
い
。
ま
た
玉
井

荘
の
以
外
の
荘
園
の
負
担
も
な
い
。
そ
の
玉
井
荘
も
瓜
現
物
で
は
な
く
、

代
銭
と
な
っ
て
い
る
。
室
町
前
期
に
お
い
て
は
、
執
行
が
そ
の
代
銭
を

も
っ
て
瓜
を
購
入
し
大
膳
と
三
網
に
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
瓜
の
購

入
は
執
行
に
よ
っ
て
気
を
遣
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
詳
し
い
記
述
が
見
え

て
い
る
。
上
納
銭
高
の
減
少
・
購
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
・
品
揃
え
・
価
格

な
ど
が
問
題
で
あ
っ
た
。
永
享
六
年
度
を
あ
げ
る
（
第
二
四

T
)

一
、
玉
井
荘
盆
供
瓜
代
事

請
取
玉
井
荘
盆
供
瓜
事

合
登
貰
六
百
文
者
薪
五
十
束
上

右
、
弐
貫
文
内
且
所
請
取
之
状
如
件
。

永
享
六
年
〈
甲
寅
〉
七
月
十
二
日

執
行
所
（
花
押
）

(n) 

以
此
代
、
十
二
日
・
三
日
之
間
、
瓜
ヲ
売
フ
。
尋
常
之
瓜
ヲ
ニ
百

ソ
ロ
ヘ
テ
、
十
三
日
々
中
過
程
二
大
膳
方
へ
下
行
畢
。
ア
ナ
タ
ヨ

リ
瓜
二
百
ノ
請
取
ヲ
以
テ
請
二
来
ル
。
彼
二
百
之
内
三
網
所
分
〈
人

数
可
随
時
〉
．
勾
当
〈
二
人
分
〉
、
コ
ノ
分
ヲ
ハ
此
方
ニ
ト
、
メ
テ
、

コ
レ
ヨ
リ
下
行
畢
。
瓜
二
百
五
十
計
モ
売
テ
、
其
内
勢
分
同
程
ナ

ル
瓜
ヲ
ソ
ロ
ヘ
テ
可
下
行
也
。
十
三
日
一
朝
二
売
ソ
ロ
フ
ト
モ
、

不
可
有
子
細
欺
。
但
瓜
難
得
ナ
ル
年
ナ
ラ
ハ
、
一
朝
ニ
ハ
ソ
ロ
エ

カ
タ
カ
ル
ヘ
シ
。
然
者
十
二
日
ヨ
リ
モ
半
分
計
ハ
可
売
置
。
十
一

日
ナ
ト
ヨ
リ
ハ
、
如
何
様
ニ
モ
売
ヘ
カ
ラ
ス
。
瓜
損
シ
テ
、
イ
タ

ツ
ラ
物
タ
ル
ヘ
キ
故
ナ
リ
。
向
後
為
意
得
委
細
注
之
。
当
年
ハ
瓜

時
分
二
合
間
、
サ
ノ
ミ
不
及
苦
労
。
瓜
百
ヲ
代
三
百
十
文
ツ
、
ニ

テ
売
了
。
然
而
八
百
文
計
ニ
テ
売
テ
、
尋
常
瓜
ヲ
ソ
ロ
ヘ
テ
ニ
百

分
渡
了
。
代
コ
ト
可
随
年
者
也
。
玉
井
荘
ヨ
リ
沙
汰
分
ハ
、
毎
年

定
リ
テ
ニ
貰
文
タ
リ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
近
年
一
貰
六
百
文
沙
汰
卜
号

シ
テ
減
少
以
外
也
。
荒
否
卜
号
シ
テ
減
少
云
々
。

ま
ず
玉
井
荘
よ
り
の
銭
・
薪
上
納
が
あ
り
、
そ
れ
へ
の
受
取
を
発
給

す
る
。
孟
蘭
盆
初
日
七
月
十
三
日
正
午
ま
で
に
瓜
二
百
個
か
ら
三
網
．

勾
当
へ
渡
す
分
を
引
い
た
上
（
永
享
十
年
度
は
五
個
）
で
、
大
膳
に
届

け
る
き
ま
り
で
あ
っ
た
。
十
＿
―
-
日
朝
の
市
で
調
達
す
る
の
が
も
っ
と
も

よ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
市
で
の
取
り
扱
い
数
が
不
足
し
全
て

を
調
達
し
き
れ
な
い
恐
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
前
日
の
購
入
も
可
と
し

て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
瓜
が
偽
む
た
め
に
適
切
で
は
な
い
と
す
る
。
真

夏
の
こ
と
で
あ
り
、
当
然
の
配
慮
で
あ
っ
た
。
孟
蘭
盆
の
最
終
日
十
六

日
に
持
た
せ
る
た
め
に
も
、
鮮
度
の
維
持
に
心
配
り
が
必
要
で
あ
っ
た
。

塵
実
に
と
っ
て
最
初
の
孟
蘭
盆
瓜
購
入
に
あ
た
る
こ
の
年
は
、
瓜

二
百
五
十
個
を
八
百
文
で
購
入
し
た
。
単
価
は
三
・
ニ
文
で
あ
る
。
一
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方
、
市
場
の
値
段
は
「
瓜
百
ヲ
代
三
百
十
文
」
で
単
価
三
・
一
文
で
あ
り
、

や
や
高
め
に
購
入
し
て
い
る
。
初
め
て
と
い
う
こ
と
で
、
見
栄
え
を
よ

く
し
よ
う
と
い
う
意
図
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
玉
井
荘
よ
り
の
上
納

銭
が
二
貫
文
か
ら
減
じ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満
も
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
、
瓜
の
購
入
費
は
八
百
文
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
見
越
し
た
百

姓
側
の
し
た
た
か
さ
を
む
し
ろ
読
み
取
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

瓜
を
購
入
し
た
場
所
で
あ
る
が
、
永
享
七
年
に
は
、
「
虹
ニ
ヨ
テ
大

仏
殿
二
市
ヲ
立
ラ
ル
、
間
、
於
此
市
ソ
ロ
ヘ
テ
カ
ワ
セ
テ
、
是
ヘ
ハ
コ

ハ
ス
ル
也
、
近
々
タ
ル
間
、
別
而
煩
ナ
キ
者
也
」
と
あ
り
、
永
享
十
年

に
は
、
「
可
然
之
買
手
ヲ
手
掻
へ
出
テ
、
瓜
ヲ
大
概
ソ
ロ
ヘ
サ
セ
テ
」

と
あ
る
。
中
世
に
お
い
て
虹
が
立
つ
場
所
に
臨
時
の
市
が
開
設
さ
れ

(17) 
た
。
永
享
七
年
の
大
仏
殿
で
の
市
は
そ
う
し
た
事
例
の
ひ
と
つ
に
追
加

さ
れ
る
。
一
方
、
永
享
十
年
の
手
掻
は
、
東
大
寺
境
内
の
北
西
側
で
奈

良
街
道
に
面
す
る
転
害
門
以
北
に
あ
っ
た
手
掻
郷
で
あ
る
。
鎌
倉
後
期

に
は
宿
と
し
て
あ
り
市
も
立
っ
て
い
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
通
常
は
お

そ
ら
く
こ
の
市
で
購
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
代
こ
と
年
に
随
う
べ
き
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
価
格

の
変
動
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
永
享
六
年
ー
十
一
年
の
状
況
を
ま
と

め
る
と
表
5
の
通
り
で
あ
っ
て
、
一
個
あ
た
り
ニ
・
七
文
ー
四
・
ニ
文
の

幅
あ
る
。
高
値
と
な
っ
た
永
享
九
年
は
洪
水
に
よ
る
不
作
の
た
め
で

あ
っ
た
。
天
候
の
不
順
は
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

天
候
不
順
は
水
害
の
み
で
は
な
い
。
日
照
り
も
ま
た
深
刻
な
影
響
を

5 
表

及ぼす。永享八年は旱魃のため玉井荘よりの孟蘭盆供用途銭

が規定の半分一貰文しか到来していない。このような小雨の

時、東大寺は、次に見る雨乞いの祈祷11祈雨によって、これ

に対応した。

・龍池祈雨の実施

龍池は東大寺大仏殿の前の参道東側にある。旱魃に際して

は同池にて雨乞いの祈祷が行われた。『事記jには、永享六

年四月・七月、八年閏五月、十年八月の記録がある。永享六

年の記事を掲げる（第一六丁）。

年 記事 数嚢（個） 単価（文）

永享6 大膳へは尋常瓜が揃 250 3.2 
う。

永享7 瓜の大きさ揃わず。

永享8 味当。年大炎旱。瓜不足気

永享9
洪以も水前悪の購いた入。め分高椙値む。10 

223 4.2 
質日 。品

永享 10 瓜豊作 227 2.7 
永享 11 230 2.8 
永享 12 220 2.5 
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一
、
祈
雨
事

自
四
月
二
日
於
龍
池
可
有
祈
雨
、
任
先
例
可
成
巻
筵
之
支
配
之
由
、

自
年
預
所
三
月
廿
日
に
触
承
之
間
、
則
成
支
配
畢
o

a

安
文
支
配

之
双
紙
内
ニ
ア
リ
。
伯
二
日
荘
々
筵
ヲ
出
云
々
o

b

自
是
モ
消
澄
・

緬
二
三
枚
出
了
。
イ
ツ
レ
モ
借
出
者
也
。
後
ニ
ハ
自
給
主
、

取
二
遣
ス
ヘ
キ
者
也
、
巫
女
・
神
人
モ
同
自
二
日
致
沙
汰
云
々
。

巫
女
・
神
人
中
酒
肴
之
事
、
先
ツ
一
七
ヶ
日
致
沙
汰
テ
後
、
猶
雨

不
降
之
時
、
重
又
致
其
沙
汰
時
、
依
致
粉
骨
二
七
日
ニ
カ
、
レ
ハ

酒
肴
ノ
支
配
ヲ
成
法
則
流
例
也
。
当
年
炎
旱
ハ
一
七
日
之
間
ニ
モ
、

更
不
可
降
気
色
也
。
然
而
二
七
日
ニ
カ
、
ラ
ハ
可
支
配
之
間
、
内
々

令
用
意
之
。
至
八
日
〈
七
ヶ
日
〉
マ
テ
更
雨
不
下
。
（
略
）

妥
九
日
自
暁
天
、
大
雨
降
下
之
間
、
珍
重
不
過
之
。
酒
肴
事
、

二
七

H
ニ
カ
、
ラ
ス
、
一
七
日
分
テ
満
足
之
間
、
不
及
支
配
者
也
。

然
之
間
、
雖
四
五
日
尚
々
雨
降
之
間
、
借
出
筵
共
自
木
守
方
給
主

之
許
へ
悔
送
返
了
。

四
月
二
日
に
年
預
所
よ
り
の
指
示
を
受
け
て
祈
雨
は
実
施
さ
れ
た
。

雨
乞
い
は
巫
女
・
神
人
が
行
い
、
そ
の
た
め
の
筵
と
酒
肴
の
用
意
が
執

行
の
役
目
で
あ
っ
た
。
筵
は
大
和
の
荘
園
の
給
主
か
ら
の
借
用
で
あ
っ

た
。
傍
線
部

a
は
、
「
支
配
」
つ
ま
り
荘
園
賦
課
の
文
書
の
案
文
は
、

「
支
配
の
双
紙
」
に
基
づ
く
の
意
味
で
あ
る
。
「
支
配
の
双
紙
」
は
「
日

記
」
を
指
す
と
見
て
よ
い
。
ち
な
み
に
「
日
記
」
に
は
、
応
永
十
二
年

（
一
四
0
四
）
七
月
日
龍
池
祈
雨
差
筵
支
配
回
状
に
て
、
黒
田
以
下
九

長
屋
荘
〈
酒
七
合
、

雑
役
荘
〈
酒
二
舛
、

箇
所
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
回
状
の
使
者
は
木
守
で
あ
っ
た
。

や
や
細
か
な
点
だ
が
、
傍
線
部
b
は
、
清
澄
荘
・
雑
役
荘
分
は
慶
実

自
身
が
給
主
で
あ
る
の
で
、
自
ら
延
を
出
し
た
の
意
味
で
あ
る
。

引
用
史
料
の
後
半
は
、
酒
肴
に
つ
い
て
で
あ
る
。
七
日
間
の
内
に
雨

が
降
ら
ず
、
さ
ら
に
七
日
間
延
長
さ
れ
る
場
合
は
、
神
人
・
巫
女
に
酒

肴
を
振
る
舞
う
原
則
な
の
で
あ
り
、
今
回
は
雨
が
期
待
で
き
な
か
っ
た

が
、
幸
い
に
も
期
間
の
内
に
雨
が
降
り
、
酒
肴
を
出
さ
ず
に
済
ん
だ
と

述
べ
る
。

酒
肴
の
内
容
は
、
『
日
記
」
か
ら
知
ら
れ
る
（
第
九
丁
）
。

龍
池
祈
雨
巫
女
・
神
人
中
酒
肴
事

合
黒
田
荘
〈
酒
六
舛
、
肴
一
合
〈
午
房
〉
、
折
敷
二
十
枚
、
箸
三
十
前
、

大
瓶
一
秒
、
長
櫃
一
合
、
酒
土
器
廿
、
銚
子
・
錐
等
〉

笠
間
薦
生
荘
〈
酒
三
舛
、
肴
半
合
〈
蓮
根
〉
、
折
敷
十
五
枚
、
箸

十
三
前
、
大
土
器
十
五
〉

裸
荘
〈
酒
二
舛
、
小
土
器
十
、
花
瓜
十
〉
消
澄
荘
〈
酒
一
舛
五
合
、

花
瓜
七
、
小
土
器
八
〉

薬
薗
荘
〈
酒
三
舛
、
小
土
器
十
六
、
花
瓜
十
五
〉

小
土
器
四
、
花
瓜
五
〉

賀
茂
荘
〈
酒
七
合
、
小
土
器
四
、
花
瓜
〉

小
土
器
十
、
花
瓜
十
〉

以
上
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右
来
廿
日
〈
口
鐘
定
〉
可
被
寄
龍
池
辺
也
。
祈
雨
既
一
七
ヶ
日
畢
゜

而
重
又
致
沙
汰
之
間
、
任
先
規
支
配
如
件
。

応
永
十
二
年
七
月
十
八
日

私
云
、
此
酒
肴
モ
如
経
供
養
之
時
、
黒
田
之
雑
掌
取
調
テ
渡

云
々
。
小
網
井
執
行
所
之
使
如
毎
度
力
、
レ
ハ
、
毎
度
所
成

支
配
也
。
花
瓜
事
、
別
而
是
非
本
式
、
何
ニ
テ
モ
時
之
景
物
7

或
枝
大
豆
、
或
薗
豆
不
可
有
子
細
事
也
云
々
。

酒
と
肴
、
そ
し
て
食
器
な
ど
一
揃
い
荘
園
賦
課
に
よ
っ
て
調
達
し
て

い
る
。
当
日
折
敷
ご
と
に
配
膳
す
る
の
は
黒
田
荘
雑
掌
の
役
目
で
あ
っ

た
。
黒
田
荘
は
そ
も
そ
も
賦
課
内
容
も
他
を
抜
き
ん
で
て
お
り
、
そ
の

財
力
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
時
の
肴
は
「
花
瓜
」

す
な
わ
ち
キ
ュ
ウ
リ
で
あ
っ
た
が
、
傍
線
部
に
そ
の
時
々
の
旬
の
も
の

で
よ
い
と
し
て
、
枝
豆
な
ど
を
例
示
す
る
。

な
お
右
の
引
用
史
料
で
も
、
酒
肴
は
祈
雨
が
延
長
さ
れ
た
際
と
し
て

い
る
。
「
事
記
」
の
永
享
六
年
度
は
こ
の
点
を
め
ぐ
り
続
き
が
あ
っ
た
。

同
年
は
少
雨
が
続
き
、
七
月
に
も
雨
乞
い
が
再
度
実
施
さ
れ
た
（
第

二
五
丁
）
。
今
回
は
東
大
寺
別
当
の
指
示
に
よ
る
。
と
こ
ろ
が
今
回
、

神
人
側
か
ら
酒
肴
の
こ
と
で
要
求
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
回
酒
肴

を
賜
ら
な
か
っ
た
四
月
分
と
合
算
す
れ
ば
、
今
回
は
す
で
に
酒
肴
を
賜

る
権
利
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
要
求
す
る
（
「
先
立
之
七
ヶ
日
ヲ

相
続
シ
テ
、
二
七
日
二
及
之
間
、
急
酒
肴
可
給
由
、
委
細
申
候
」
）
、
と
。

対
し
て
、
執
行
は
継
続
し
た
場
合
で
あ
る
と
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
。

結
局
、
こ
の
七
月
度
で
は
七
日
間
で
雨
が
な
く
延
長
と
な
っ
た
た
め
に
、

酒
肴
支
給
と
な
っ
て
は
い
る
。
な
ん
と
か
多
く
を
得
よ
う
と
す
る
巫
女
・

神
人
側
と
な
る
べ
く
負
担
を
減
ら
そ
う
と
す
る
執
行
側
と
の
や
り
取
り

が
興
味
深
い
。

・
華
厳
会

以
上
の
孟
蘭
盆
瓜
・
龍
池
祈
雨
は
、
執
行
が
実
際
に
運
営
に
携
わ
っ

て
い
る
。
「
事
記
』
に
見
え
る
法
会
・
行
事
の
う
ち
、
法
華
会
・
手
掻

会
な
ど
も
そ
の
同
類
で
あ
る
。
特
に
手
掻
会
に
つ
い
て
は
、
薬
師
院
文

書
中
の
関
係
史
料
を
網
羅
的
に
翻
刻
し
た
畠
山
聡
の
仕
事
に
明
ら
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
記
事
の
内
容
を
見
る
限
り
、
ほ
ぼ
形
式
的
に

関
わ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
例

が
華
厳
会
で
あ
る
。

華
厳
会
は
、
華
厳
経
の
法
楽
の
法
会
で
あ
り
、
大
仏
殿
に
て
読
経
・

舞
楽
奉
納
が
行
わ
れ
る
。
規
定
出
仕
僧
は
一
八

0
名
で
、
朝
廷
よ
り
勅

使
が
派
遣
さ
れ
る
「
勅
楽
」
の
形
式
を
取
っ
て
い
た
。
華
厳
宗
の
本
所

で
あ
る
東
大
寺
に
と
っ
て
、
本
来
重
要
な
法
会
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
法

華
会
に
比
す
れ
ば
、
寺
内
で
の
扱
い
は
軽
く
な
っ
て
お
り
、
鎌
倉
後
期

に
は
、
出
仕
僧
の
減
少
が
度
々
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
法
華
会
と
達
い
、

僧
侶
昇
進
に
直
結
す
る
論
義
が
華
厳
会
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が

(19) 

大
き
な
原
因
で
あ
る
と
い
う
。

次
第
に
つ
い
て
は
元
弘
二
年
(
-
三
三
二
）
二
月
日
華
厳
会
式
次
第

（薬
l
|
2
4
)
に
詳
し
い
。
ま
た
「
年
中
行
事
」
で
は
、
執
行
担
当
の

-14-

Akita University



会
場
設
営
、
仏
供
、
舞
楽
関
係
者
饗
膳
．
禄
物
、
そ
し
て
年
預
五
師
担

当
の
出
仕
僧
へ
の
供
物
と
い
う
分
担
に
な
っ
て
お
り
、
前
者
の
用
途
は
、

鎮
西
米
・
大
井
荘
な
ど
別
当
領
か
ら
、
後
者
は
、
大
和
国
内
の
諸
荘
に

(20) 

散
在
す
る
華
厳
会
免
田
が
負
担
を
し
た
。

南
北
朝
期
に
な
る
と
、
執
行
担
当
分
の
舞
楽
関
係
用
途
の
確
保
が
困

難
と
な
っ
て
い
た
。
康
応
二
年
(
-
三
九

0
)
+
―
月
楽
所
等
申
状
（
東

大
寺
未
成
巻
文
書
6
_
8
)
・
応
永
九
年
(
-
四

0
二
）
十
二
月
日
惣

，
 

楽
所
等
申
状
案
（
同
1
0—

l
)
に
よ
る
と
、
そ
の
財
源
は
も
っ
ぱ
ら
寺

(21) 

3
 

内
僧
侶
か
ら
の
借
銭
に
よ
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
背
景
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
事
記
」
の
関
連
記
事
を
見
た
い
。

毎
年
三
月
上
旬
に
、
大
井
荘
に
対
し
て
催
促
の
公
人
が
下
向
す
る
。

彼
ら
は
、
執
行
が
発
給
し
た
沙
汰
人
・
百
姓
宛
の
公
文
所
下
知
状
を
持

参
し
て
い
る
。
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
二
な
い
し
三
回
に
分
割
し
て

代
銭
納
が
な
さ
れ
る
。
永
享
六
年
は
総
額
三
三
貰
文
で
あ
っ
た
。
代
銭

が
東
大
寺
に
上
納
さ
れ
る
と
、
そ
の
都
度
、
執
行
は
以
下
の
よ
う
な
文

書
処
理
を
行
う
（
第
一
七
丁
）
。

【

A
】

一
、
花
厳
会
料
請
取
等
之
事

検
納
大
井
荘
花
厳
会
々
科
事

合
拾
参
貫
文
者
、

右
、
当
年
分
之
内
、
且
検
納
如
件
。

永
享
六
年
〈
甲
寅
〉
卯
月
十
九
日

公
文
所
判

a
此
請
剥
二
納
所
有
加
判
販
。

b
此
盆
m三
貰
文
科
足
、
納
所
浄
願
坊
請
取
云
々
。

地
下
之
送
文
井
往
来
、
同
壺
貫
二
百
文
也
。
執
行
得
分
等
、
自
浄

願
坊
送
賜
之
畢
゜

通
常
、
こ
の
よ
う
な
請
取
は
、
実
際
に
銭
を
受
け
取
っ
た
公
文
所
II

執
行
が
荘
園
側
に
出
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
問
題
は
「
納
所
」
で
あ
る
。
こ
の
「
納
所
」
こ

そ
が
実
際
に
荘
園
よ
り
の
用
途
を
受
け
取
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
（
傍
線

部
b
)
。
そ
れ
に
故
に
、
「
納
所
も
判
を
加
え
る
も
の
か
」
（
傍
線
部

a)

と
な
る
。
執
行
の
も
と
に
は
、
納
所
か
ら
得
分
一
貰
二

0
0
文
が
送
ら

れ
た
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
請
取
に
お
け
る
公
文
所
の
判
は

な
か
ば
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

納
所
と
請
取
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
永
享
十
一
年
度
の
記
事
が
参
考

と
な
る
（
第
七
三
丁
）
。

【

B
】

一
、
花
厳
会
料
事

弐
拾
八
貫
文
五
月
二
十
九
日
〈
到
来
云
々
、
〉

此
内
一
貰
―
ー
百
文
執
行
分
、
六
月
舟
日
請
取
了
。
五
月
廿
九

H

請
取
ヲ
モ
出
シ
、
此
一
貰
二
百
文
ヲ
モ
可
納
之
処
、
楽
所
之
銭

主
安
楽
坊
〈
大
進
得
業
憲
延
〉
四
月
廿
九
日
逝
去
之
間
、
彼
銭

主
之
跡
、
不
定
ニ
ョ
テ
六
月
川
日
マ
テ
延
引
也
。
返
抄
者
、
仮

請
取
ヲ
下
ケ
ル
ト
カ
ヤ
之
間
、
正
返
抄
ヲ
ハ
、
子
今
不
下
也
。
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正
返
抄
ト
ハ
執
行
所
之
返
抄
也
。
銭
主
之
納
所
加
判
在
之
。

永
享
十
一
年
の
記
事
は
、
請
取
を
出
す
べ
き
と
こ
ろ
「
楽
所
之
銭
主
」

が
死
去
し
た
た
め
、
正
式
の
請
取
（
返
抄
）
が
出
せ
な
い
た
め
に
、
仮

返
抄
を
出
し
た
と
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
「
楽
所
之
銭
主
」
は
「
銭

主
之
納
所
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
死
去
し

た
「
銭
主
」
が
「
納
所
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
楽
所

の
用
途
は
寺
内
借
銭
で
賄
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
銭
主
が
納
所
と
な
る

こ
と
は
、
例
え
ば
八
幡
宮
大
般
若
供
養
に
事
例
が
あ
る
。
応
永
九
年
大

般
若
供
蓑
に
お
い
て
用
途
を
融
通
し
た
銭
主
水
門
富
田
坊
が
同
供
養
の

(22) 

納
所
と
な
っ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
用
途
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
大
井
荘
の
華
厳
会
料
を

か
た
と
し
て
過
去
の
あ
る
時
点
で
借
銭
を
し
た
。
銭
主
11
偵
権
者
は
、

み
ず
か
ら
大
井
荘
華
厳
会
用
途
の
納
所
と
な
り
、
返
済
分
を
取
得
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
【
A
】
の
傍
線
部

a
と
【

B
】
を
解
釈
す
る

な
ら
ば
、
請
取
に
は
納
所
の
署
判
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
さ
ら
に
「
事
記
」
永
享
十
二
年
分
の
記
述
に
は
、
到
来
し
た
分
の

半
分
は
、
去
年
の
未
進
分
に
充
て
る
よ
う
に
と
い
う
「
楽
所
之
銭
主
」

の
要
求
が
あ
り
、
永
享
十
二
年
分
と
永
享
十
一
年
未
進
分
の
そ
れ
ぞ
れ

の
別
の
請
取
状
を
作
成
し
た
と
あ
る
。

当
然
で
は
あ
る
が
、
偵
権
者
た
る
銭
主
納
所
が
優
位
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
銭
主
と
の
関
係
に
加
え
て
、
『
日
記
」
「
事
記
」
で
は
、

用
途
催
促
・
請
取
の
記
事
以
外
に
華
厳
会
の
記
事
が
な
い
こ
と
も
注
意

が
必
要
で
あ
る
。
当
日
会
場
の
設
営
な
ど
に
か
か
わ
る
記
述
の
あ
る
法

華
会
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
慣
習
的
な
文
書
の
手
続
き
上
の
関
与
と
得

分
取
得
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
は
言
え
、
安
定
的
に

ル
ー
チ
ン
化
し
た
業
務
に
つ
い
て
「
日
記
」
「
事
記
」
で
は
省
略
さ
れ

た
可
能
性
も
あ
る
か
ら
、
な
お
の
見
極
め
は
必
要
だ
ろ
う
。

（
い
）
小
網
・
公
人
と
の
関
係

小
網
・
公
人
他
は
、
東
大
寺
の
下
級
役
人
で
あ
る
。
小
絹
は
法
体
、

出
納
・
公
人
な
ど
は
俗
体
で
、
さ
ら
に
公
人
の
中
か
ら
各
堂
舎
付
属
の

堂
童
子
が
任
命
さ
れ
た
（
た
だ
し
大
仏
殿
堂
司
は
法
華
堂
・
中
門
堂
衆

か
ら
補
任
）
。
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
伸
道
・
平
澤
悟
の
研
究

(23) 

に
詳
し
い
。
平
澤
は
執
行
が
任
命
権
者
で
あ
り
、
か
つ
補
任
に
際
し
て
、

小
綱
・
公
人
な
ど
は
任
料
を
執
行
に
納
め
て
い
た
こ
と
を
、
永
正
年
間

の
叡
実
の
記
録
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。

「
事
記
」
に
は
、
永
享
年
間
の
任
料
に
関
わ
る
次
の
記
事
が
あ
る
（
第

一丁）。
諸
職
補
任
事

両
勾
当
各
三
貰
文
〈
使
二
百
文
式
三
石
〉
、
小
網
七
百
文
、
公
人
百
文
、

主
典
三
百
文
、
出
納
一
貫
文
、
大
仏
堂
司
三
石
〈
近
年
一
石
余
云
々
〉
、

講
堂
五
石
〈
使
百
文
〉
、
六
堂
十
石
〈
使
二
百
文
〉
、
大
炊
五
石
〈
使

百
文
又
五
百
文
〉
、
戒
坦
五
貰
文
〈
使
百
文
〉
、
七
堂
一
貫
文
、
塔
一

貫
文
、
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平
安
時
代
に
お
い
て
、
制
度
上
、
小
網
・
公
人
・
神
人
は
、
三
綱
の

被
管
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
鎌
倉
時
代
以
降
は
、
そ
の
ま
ま
執
行
の

被
管
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
執
行
に
と
っ
て
、
彼
ら
か
ら
の
補
任

料
は
得
分
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
日
記
j

「
事
記
」
で
は
、
執
行
が
小
網
・
公
人
を
使
役
す
る
内
容

と
し
て
、
小
網
で
は
各
行
事
で
の
給
主
へ
の
用
途
支
配
回
状
の
回
既
、

会
場
設
営
・
当
日
役
割
な
ど
が
あ
る
。
公
人
は
、
法
華
会
・
華
厳
会
用

途
催
促
の
た
め
の
大
井
荘
へ
の
派
遣
が
認
め
ら
れ
る
。
『
日
記
」
に
は
、

公
人
に
つ
い
て
、
「
京
上
・
伊
賀
巡
・
笠
置
巡
等
召
仕
事
、
如
年
預
所
。
」

と
も
あ
る
。
平
澤
は
、
公
人
が
政
所
方
（
執
行
）
と
惣
寺
方
（
年
預
所
）

に
両
属
関
係
し
た
と
指
摘
す
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
ま
た
小
網

の
活
動
が
寺
内
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
公
人
は
寺
外
に
広
が
っ
て
い
る

こ
と
も
確
認
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
執
行
は
補
任
料
を
と
り
つ
つ
、
使
役
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
彼
ら
を
労
う
必
要
も
あ
っ
た
（
第

一
四
・
ニ
三
丁
）
。

一
、
（
永
享
六
年
）
三
月
二
日
公
人
・
小
網
之
中
ヘ
一
コ
ン
ノ
代
下

行
ス
。

五
百
文
〈
小
網
之
中
へ
〉
・
一
貰
五
百
文
〈
公
人
中
へ
〉

コ
ノ
一
献
ノ
代
卜
云
者
、
当
職
二
任
シ
テ
ハ
、
公
人
・
小
網
ヲ

召
仕
ニ
ョ
テ
、
初
任
之
時
下
行
ス
ル
事
也
。
但
近
比
者
、
其
年

ノ
内
二
下
行
之
跡
モ
ア
リ
。
大
都
ハ
次
年
中
二
下
行
云
々
。
祖

父
〈
大
夫
法
眼
〉
実
舜
執
行
之
時
者
、
次
年
調
下
云
々
。
慈
父

〈
大
夫
法
眼
〉
実
済
自
応
永
十
一
年
至
十
四
年
当
職
ヲ
沙
汰
ス
。

其
時
モ
次
ノ
年
小
網
中
へ
五
百
文
、
公
人
中
へ
登
貰
文
下
行
セ

リ
。
然
之
間
、
任
其
跡
今
度
可
下
行
之
由
、
令
問
答
処
、
公
人

之
人
数
事
外
増
之
間
、
以
只
壺
貰
文
モ
テ
ハ
、
不
可
叶
候
。
所

詮
者
、
無
論
之
様
皆
以
執
行
所
二
可
参
申
、
調
シ
テ
可
給
之
由

申
之
間
、
無
力
五
百
文
増
シ
テ
、
登
貫
五
百
文
外
行
了
。

（
略
）
〇
以
下
第
二
三
丁

一
、
（
同
七
月
）
去
春
公
人
中
ヘ
一
献
料
下
行
之
時
者
、
成
消
ヲ
口

入
人
ト
シ
テ
借
銭
シ
畢
。
随
而
花
厳
会
料
使
ー
一
人
近
日
上
洛

云
々
。
一
献
之
代
二
人
シ
テ
一
貰
文
致
沙
汰
云
々
。
成
消
請
取

テ
、
彼
銭
主
方
へ
渡
云
々
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
補
任
当
初
は
祝
宴
を
設
け
て
、
小
網
・
公
人
を
接
待

す
る
し
き
た
り
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
現
在
は
祝
像
の
銭
を
下
す
よ
う
に

な
っ
た
と
す
る
。
執
行
就
任
の
年
に
行
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
祖
父
・

父
は
就
任
翌
年
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
倣
っ
た
。
公
人
の
人
数
が
増

加
し
た
の
で
、
従
来
の
ま
ま
で
は
一
人
当
た
り
減
額
と
な
る
た
め
、
公

人
よ
り
は
今
後
執
行
に
奉
公
す
る
の
で
、
十
分
な
下
行
を
し
て
ほ
し
い

と
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
五
割
増
の
下
行
と
な
っ
た
と
す
る
。
後
半
の

引
用
記
事
で
は
、
そ
の
不
足
分
は
借
銭
で
補
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
傍

線
部
の
「
一
献
之
代
」
と
は
、
大
井
荘
か
ら
帰
還
し
た
華
厳
会
料
徴
収

の
使
者
公
人
が
、
執
行
に
献
上
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
執
行
得
分
で
あ
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り
、
そ
れ
を
借
銭
の
返
済
に
充
て
た
の
で
あ
っ
た
。

本
筋
か
ら
逸
れ
る
が
、
公
人
が
借
銭
の
口
入
れ
を
し
て
、
そ
の
返
済

に
も
あ
た
っ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
銭
主
と
公
人
と
の
結
託
が
ほ
の

見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

下
僚
饗
応
の
場
は
別
に
も
あ
っ
た
。
五
月
の
節
供
の
菖
蒲
卦
で
あ
る
。

永
享
六
年
度
を
あ
げ
る
（
第
一
八
丁
）
。

一
、
五
月
四
日
菖
蒲
葺
事
〈
菖
蒲
ヲ
持
参
シ
テ
葺
之
、
ノ
ホ
リ
ハ
シ

ヲ
兼
ヨ
リ
立
テ
ヲ
ク
。
〉

近
年
者
、
公
人
四
十
五
人
ア
リ
ト
云
々
。
（
略
）
所
詮
今
度
者
、

大
勢
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
由
、
兼
以
聞
之
。
故
者
少
々
大
井
荘

ニ
ア
リ
、
少
々
者
指
合
云
々
。
然
之
間
、
七
間
分
用
意
之
。
（
略
）

公
人
現
出
仕
廿
三
人
云
々
。
（
略
）
酒
一
斗
七
升
雖
用
意
、
半

分
入
之
。
人
数
減
少
之
故
也
。
折
敷
・
土
器
・
箸
及
至
酒
マ
テ

モ
、
依
人
数
可
用
意
。
但
酒
ノ
事
者
、
大
桶
二
、
タ
フ
、
、
ト

入
テ
可
出
之
。
ア
マ
リ
タ
ル
者
可
然
也
。
目
ク
ホ
ナ
ル
ハ
見
苦

シ
。
随
而
今
度
モ
半
分
餘
了
。

五
月
節
供
の
前
日
、
執
行
の
院
家
に
公
人
が
訪
れ
、
邪
気
払
い
の
菖

蒲
を
飾
る
こ
と
が
恨
習
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
お
礼
と
し
て
酒
肴
と
粽

を
振
る
舞
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
四
五
人
分
と
な
る
と
大
事
で
あ
る

が
、
大
井
荘
に
下
向
し
た
も
の
な
ど
あ
っ
て
、
結
局
ほ
ぽ
半
数
で
あ
っ

た
と
い
う
。
酒
に
つ
い
て
は
、
樽
か
ら
あ
ふ
れ
る
程
注
ぐ
べ
き
、
と
述

べ
て
い
る
の
は
、
公
人
の
目
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
多
く
の

負
担
と
な
り
つ
つ
も
、
こ
の
よ
う
に
執
行
が
下
僚
へ
の
饗
応
に
心
を
砕

く
必
要
が
あ
っ
た
の
は
、
彼
ら
か
ら
補
任
料
を
得
て
い
た
こ
と
へ
の
「
お

返
し
」
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
や
は
り
正
法
院
と
い
う
対
抗

者
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
執
行
と
し
て
相
応
し
い
こ

と
を
示
す
た
め
に
は
、
実
働
隊
た
る
小
網
・
公
人
の
支
持
と
協
力
が
不

可
欠
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
う
）
荘
園
か
ら
の
執
行
得
分

小
網
以
下
の
補
任
料
の
以
外
に
も
執
行
に
は
様
々
な
得
分
が
あ
っ

こ。t
 慶

実
の
父
実
済
に
よ
る
（
応
永
年
間
）
執
行
等
得
分
注
文
案
（
薬

ー

1)140)
で
は
、
執
行
得
分
と
し
て
、
法
華
会
料
・
鎖
西
米
・
華
厳
会

料
の
一
部
、
法
華
・
華
厳
会
料
催
促
下
向
使
か
ら
の
上
納
（
「
三
箇
会

料
之
使
料
」
）
、
河
上
荘
三
斗
米
・
玉
井
荘
（
麦
）
．
裸
荘
（
麦
）
・
玉
井

荘
御
封
米
、
補
任
料
が
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
採
・
玉
井
荘
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
後
期
の
「
年
中
行
事
」

の
「
一
寺
麦
納
事
」
と
い
う
項
目
に
、
「
無
所
下
、
同
得
分
也
」
と

し
て
あ
っ
て
、
本
来
は
寺
内
活
動
に
使
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

が
、
執
行
得
分
に
変
質
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

「
事
記
」
に
は
、
鎖
西
米
・
玉
井
荘
御
封
米
を
除
く
と
、
実
済
の
時

と
同
じ
得
分
が
見
え
る
。
以
下
で
は
、
東
大
寺
境
内
北
側
の
河
上
荘
、

(25) 

大
和
の
採
荘
、
南
山
城
の
玉
井
荘
の
記
事
を
紹
介
し
た
い
。
三
荘
そ

れ
ぞ
れ
異
な
る
上
納
方
法
で
あ
っ
た
。
ま
ず
河
上
荘
の
例
で
あ
る
（
第
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二
六
丁
）
。

一
、
河
上
荘
三
斗
米
方
執
行
分
事

a
醐
削
河
上
三
斗
米
方
執
行
分
事
、

合
伍
斗
弐
升
七
合
者
、

右
、
所
請
申
之
状
、
如
件
。

永
享
六
年
〈
甲
寅
〉
九
月
十
四

8

請
使
判

此
者
、
河
上
升
定
也
。
雖
為
何
之
納
所
方
、
此
方
之
心
任
二
可
請
也
。

今
度
者
、
帥
已
講
房
之
所
ニ
テ
請
之
。
自
河
上
致
沙
汰
者
、
籐
々
被

所
下
云
々
。
大
都
八
月
之
末
、
九
月
之
初
云
々
。

河
上
荘
は
鎌
倉
後
期
永
仁
年
間
か
ら
財
源
と
し
て
の
存
在
を
増
す
荘

園
で
あ
る
。
東
大
寺
の
北
側
に
隣
接
す
る
と
い
う
優
位
な
立
地
条
件
を

活
か
し
、
荘
園
を
八
名
に
わ
け
、
寺
僧
・
神
主
を
年
貢
徴
収
の
納
所
に

任
命
し
た
。
寺
内
諸
活
動
の
用
途
は
適
宜
、
担
当
者
が
直
接
彼
等
納
所

ヘ
請
求
、
渡
さ
れ
る
し
く
み
で
あ
っ
た
。
傍
線
部

a
は
、
ま
さ
に
請
求

す
る
の
意
味
で
あ
る
が
、
同
時
に
請
取
と
し
て
も
機
能
し
た
。
後
半
は
、

請
求
す
る
納
所
は
任
意
で
あ
り
、
今
回
は
「
帥
已
講
」
と
い
う
納
所
に

請
求
し
た
こ
と
、
ま
た
近
接
す
る
の
で
間
を
お
か
ず
支
給
さ
れ
る
と
記

す。
次
に
採
荘
と
玉
井
荘
で
あ
る
。
こ
の
両
荘
は
河
上
と
は
違
い
、
執
行

が
現
地
と
や
り
取
り
を
す
る
。
永
享
九
年
度
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（
第

五
九
丁
）
。

一
、
探
荘
内
執
行
麦
事

ア
サ
ナ
ハ
マ
コ
シ
ト
云
々
。
同
阻
8

一
段
一
斗
五
升
〈
此
内
且
五
十
文
上
、
宮
ノ
浄
親
云
々
。
〉

凡
此
麦
事
、
雖
為
三
石
余
、
悉
失
テ
、
僅
二
段
相
残
。
伯

雖
加
催
促
、
任
雅
意
、
只
跡
付
計
之
沙
汰
、
言
語
道
断
也
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
裸
荘
は
、
負
担
す
る
畠
地
二
段
が
固
定
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
作
人
な
い
し
は
請
人
か
ら
直
接
、
執
行
に
上
納
さ
れ
た
。
形
ば
か

り
の
批
で
あ
る
、
と
慶
実
は
嘆
く
。

同
荘
に
は
、
給
主
11
預
所
が
存
在
し
、
手
掻
会
用
途
他
の
寺
役
を
勤

め
る
（
未
成
巻
文
書
3
|
4
|
3
1
)
。
ま
た
下
司
・
公
文
・
沙
汰
人
な

(26) 

ど
荘
官
も
存
在
し
た
。
給
主
な
り
荘
官
な
り
が
納
め
る
可
能
性
も
な
く

は
な
い
。
し
か
し
執
行
得
分
は
、
彼
ら
を
介
さ
ず
に
い
わ
ば
給
田
と
直

結
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
裸
荘
内
に
は
こ
れ
と
同
じ
と
見
ら
れ
る
も
の

が
あ
る
。

法
華
会
大
仏
供
料
田
あ
る
い
は
大
湯
屋
湯
田
で
、
田
地
ご
と
の
未
進

Q
“
)
 

に
関
す
る
史
料
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
東
大
寺
側
の
そ
れ
ぞ
れ

行
事
担
当
が
、
作
人
か
ら
直
接
徴
収
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、

執
行
の
得
分
麦
に
つ
い
て
も
同
様
と
理
解
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
負
所
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
方
式
が
採
用
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
大
和
特
有
の
土

地
所
有
の
複
雑
さ
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
様
荘
内
の
大
仏
供
料

田
の
請
人
な
い
し
作
人
の
ほ
と
ん
ど
は
興
福
寺
寄
人
で
あ
っ
た
。
彼
等

一
段
一
斗
五
升
〈
此
内
且
七
十
文
上
六
月
四
日
、
瓦
釜
ノ
頭
太
郎
〉
、
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は
荘
外
の
人
間
で
あ
る
こ
と
も
多
く
、
荘
園
現
地
の
荘
官
・
沙
汰
人
に

よ
る
管
理
は
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
取
得
者
と
請
人
・

作
人
の
当
事
者
間
の
み
で
完
結
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

同
じ
永
享
九
年
度
の
玉
井
荘
の
記
事
を
あ
げ
る
（
第
五
九
丁
）
。

一
、
玉
井
荘
内
執
行
麦
事

一
石
五
斗
上
〈
六
月
六
日
〉
。
職
事
一
人
ニ
ハ
飯
酒
余
者
、
取
肴

ニ
テ
酒
計
也
。
此
麦
事
、
雖
為
二
石
、
近
年
称
荒
否
、
五
斗
ツ
、

致
未
進
之
条
、
不
可
然
。
結
句
今
度
申
様
者
、
近
日
之
大
洪
水
、

五
十
年
以
外
之
希
代
之
事
、
初
諸
国
所
々
方
々
家
人
損
失
此
事
候
。

随
而
玉
井
洪
水
入
テ
、
田
畠
惣
成
河
候
間
、
不
可
有
本
復
之
期
之

候
。
然
者
、
後
年
ヨ
リ
ハ
、
弥
可
減
少
候
由
申
了
。
此
間
事
コ
ソ
、

任
雅
意
之
処
、
尚
々
不
可
有
正
体
之
条
、
珍
事
々
々
。
今
度
洪
水

大
方
以
外
也
。
雖
然
此
玉
井
之
分
済
二
申
様
、
事
々
敷
者
哉
。
又

又
執
行
方
之
公
事
田
を
求
て
、
洪
水
之
儀
不
可
在
之
。
所
詮
先
者

謳
歌
之
至
極
也
。
但
不
可
有
隠
事
欺
之
由
返
答
了
。

玉
井
荘
で
は
、
荘
官
沙
汰
人
で
あ
る
職
事
が
運
送
し
て
お
り
、
執
行

は
酒
肴
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ひ
と
つ

に
は
、
五

0
年
間
な
か
っ
た
よ
う
な
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
に
、

田
畠
が
水
を
か
ぶ
り
、
今
後
の
収
穫
が
期
待
で
き
な
い
と
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
「
執
行
方
之
公
事
田
」
と
見
え
る
点
で
、
執
行

得
分
を
負
担
す
る
畠
地
が
固
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

実
際
、
玉
井
荘
内
の
畠
地
と
作
人
を
下
司
代
他
が
報
告
し
た
至
徳
四

年
(
-
三
八
七
）
七
月
二
十
九
日
玉
井
荘
畠
注
文
（
薬
lー

31)
も
薬

師
院
文
書
に
は
あ
り
、
そ
こ
に
は
得
畠
八
反
か
ら
の
上
納
の
内
、
「
ニ

石
修
行
所
へ
上
」
と
し
て
残
り
は
預
所
に
納
め
る
と
記
述
が
あ
る
。

採
荘
と
同
じ
く
こ
こ
で
も
負
担
を
す
る
畠
地
は
把
握
さ
れ
て
お
り
、
執

行
が
作
人
と
直
接
や
り
取
り
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
う
は
せ
ず
荘
官
沙
汰
人
が
取
り
ま
と
め
て
送
っ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
そ
れ
は
、
至
徳
四
年
の
注
文
に
あ
る
よ
う
に
、
執
行
と
預
所
11
給

主
双
方
に
納
め
る
こ
と
が
影
轡
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
荘

園
側
で
も
そ
れ
が
適
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
示
す
事
件

が
同
じ
永
享
九
年
の
秋
に
起
き
て
い
る
（
第
六
二
丁
）
。

一
、
（
永
享
九
年
秋
）
玉
井
荘
ス
マ
イ
ノ
米
ノ
コ
ト
、
近
年
減
少
シ

テ
七
斗
五
升
ツ
ヽ
、
雖
致
其
沙
汰
、
於
当
年
者
、
一
粒
不
致
沙

汰
。
其
故
ハ
、
彼
地
下
御
寺
務
二
楯
ツ
キ
申
テ
、
職
事
ナ
ト
ヲ

打
害
テ
、
百
姓
悉
逃
散
ア
リ
。
凡
以
外
事
也
。
落
居
イ
ツ
ヨ
リ

ト
モ
不
聞
。

こ
こ
に
見
え
る
「
ス
マ
イ
ノ
米
」
は
手
掻
会
相
撲
用
途
の
こ
と
で
、

減
少
し
つ
つ
も
例
年
納
め
て
き
た
が
、
今
年
は
一
切
納
め
て
い
な
い
と

す
る
。
理
由
は
、
地
下
が
東
大
寺
別
当
と
対
立
し
、
恐
ら
く
別
当
側
に

つ
い
た
職
事
を
殺
害
し
逃
散
し
た
た
め
、
と
い
う
。
対
立
の
そ
も
そ
も

原
因
は
、
多
分
に
こ
の
年
の
洪
水
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
注
目
さ
れ
る

の
は
、
逃
散
に
訴
え
た
荘
民
の
結
束
の
強
さ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
分

断
さ
れ
た
収
取
方
式
で
は
な
く
、
荘
園
と
し
て
括
ら
れ
た
方
法
を
選
択
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小
論
の
目
論
見
は
、
先
行
研
究
の
験
尾
に
付
い
て
、
薬
師
院
文
書
を

通
し
て
執
行
の
実
態
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
素
材
の
興
味
深
さ
に
引

き
ず
ら
れ
て
散
漫
な
検
討
に
な
っ
た
点
、
そ
し
て
準
備
不
足
に
よ
っ
て
、

歴
史
的
な
位
置
づ
け
の
考
察
に
及
ぶ
に
至
ら
な
か
っ
た
点
は
、
小
論
の

限
界
で
あ
る
。

今
回
は
、
執
行
が
寺
院
経
営
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た
こ
と
を
強
調
す
る
結
果
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
た
と
え
ば
三
輪
が

論
じ
た
鎌
倉
後
期
の
「
東
大
寺
年
中
行
事
」
段
階
で
の
そ
れ
と
比
較
す

る
な
ら
ば
、
確
実
に
低
下
し
て
い
る
。
鍵
と
な
る
の
は
お
そ
ら
く
鎖
西

米
運
上
の
停
止
で
あ
ろ
う
。
三
輪
に
よ
れ
ば
、
鎖
西
米
は
、
南
北
朝
内

(28) 

乱
に
よ
っ
て
上
納
が
大
幅
に
減
少
し
た
。
三
輪
は
減
少
し
た
後
も
一
定

度
は
確
保
さ
れ
た
点
を
強
調
す
る
も
の
の
、
減
少
に
よ
る
財
務
規
模
の

縮
小
は
、
寺
内
に
お
け
る
別
当
・
政
所
系
列
の
存
在
感
の
低
下
を
も
た

ら
し
た
筈
で
あ
っ
て
、
同
系
列
に
属
す
る
執
行
の
役
割
低
下
は
、
そ
の

む
す
び

し
た
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
三
者
三
様
の
関
係
の
持
ち
方
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
由
緒
・
由
来
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
由
来
を
尊
重

し
、
画
一
化
を
強
制
し
な
い
と
い
う
東
大
寺
の
方
針
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
多
様
性
も
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

具
体
的
な
表
れ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

南
北
朝
期
と
そ
れ
以
後
の
変
化
を
見
究
め
る
こ
と
は
今
後
の
重
要
な

課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

（
追
記
）
本
稿
は
、
秋
大
史
学
会
二

0
一
九
年
度
大
会
（
九
月
二
八

日
）
公
開
講
演
「
中
世
東
大
寺
の
〈
記
録
〉
の
世
界
か
ら
」
を
も
と
に

し
て
い
る
。
ま
た
J
S
P
S
1
8
H
0
3
5
8
3

の
成
果
で
あ
る
。
成
稿
に
は
東
京

大
学
史
料
編
媒
所
ハ
イ
キ
ャ
ッ
ト
プ
ラ
ス
・
ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。

注
(
l
)
永
村
餌
「
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経
営
」
塙
書
房
、
一
九
八
九
年
。

稲
葉
伸
道
「
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
。

久
野
修
義
「
日
本
中
世
の
寺
院
と
社
会
」
塙
害
房
、
一
九
九
九
年
。

(
2
)
た
と
え
ば
佐
藤
泰
弘
「
日
本
中
世
の
黎
明
j

第
＞
章
「
東
大
寺

の
組
織
と
財
政
」
京
都
大
学
学
術
出
版
、
二

0
0
一
年
、
菊
地
大
樹

「
中
世
寺
院
に
お
け
る
堂
衆
の
活
動
と
経
済
基
盤
」
「
寺
院
史
研
究
』

ー
ニ
、
二

0
0
八
年
、
小
原
嘉
記
「
東
大
寺
大
勧
進
円
照
の
歴
史
的

位
置
」
「
史
林
』
九
三
—
五
、
二0
1
0

年
、
西
尾
知
己
「
室
町
期
顕

密
寺
院
の
研
究
』
第
二
部
「
室
町
期
東
大
寺
寺
僧
集
団
の
変
容
」
吉

川
弘
文
館
、
二

0
一
七
年
、
畠
山
聡
「
中
世
東
大
寺
の
国
術
経
営
と

寺
院
社
会
』
勉
誠
出
版
、
二

0
一
七
年
、
「
古
文
昔
研
究
j

八
三
の
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小
特
集
「
こ
れ
か
ら
の
東
大
寺
文
密
研
究
の
た
め
に
」
、
一
＿

o-
七
年
、

な
ど
。

(
3
)
注
1
稲
葉
書
一
＿
＿
六
頁
以
下
。
注
1
永
村
書
ニ
ニ
七
頁
以
下
。

(
4
)
横
内
裕
人
「
東
大
寺
図
書
館
と
収
蔵
史
料
」
「
古
文
書
研
究
j

五
九
、
二

0
0
四
年
。

(
5
)
平
澤
悟
「
中
世
の
公
人
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
「
歴
史
研
究
」

二
六
、
一
九
八
九
年
。
畠
山
聡
「
中
世
後
期
に
お
け
る
東
大
寺
と
東

大
寺
郷
」
菊
地
大
樹
等
編
「
中
世
の
寺
院
と
都
市
・
権
力
」
山
川
出

版
社
、
二

0
0
七
年
。
西
田
知
己
「
中
世
東
大
寺
に
お
け
る
堂
舎
の

防
災
と
興
福
寺
」
「
寺
社
と
民
衆
」
七
、
二

0
1
―年。

(
6
)「
鎌
倉
遣
文
」
二
七
巻
二

0
三
0
八
号
。
以
下
「
鎌
二
七
—

二
0-1-0
八」。

(
7
)
三
輪
餌
嗣
「
中
世
前
期
東
大
寺
の
財
政
構
造
と
鎮
西
米
」
「
史
学
雑
誌
j

ー
ニ
七
—
四
、
二
0

一
八
年
。

(
8
)
「
東
京
大
学
史
料
絹
媒
所
報
」
第
四
一
（
二

0
0
六
年
）
・
四
一
1-
（二

0
0
八

年
）
の
採
訪
報
告
。

(
9
)
遠
藤
基
郎
「
中
世
東
大
寺
文
書
を
俯
諏
す
る
」
「
年
報
三
田
中
世
史
研
究
」

一
八
、
二

0
1
―年。

(10)
「
三
重
県
史
」
賓
科
編
古
代
・
中
世
（
上
）
黒
田
荘
六
五
四
な
ど
に

部
分
翻
刻
。

(11)
横
内
裕
人
「
「
東
大
寺
続
要
録
j

と
聖
守
」
栄
原
永
遠
男
他
絹
「
東

大
寺
の
新
研
究
3

東
大
寺
の
思
想
と
文
化
」
法
蔵
館
、
二

0
一
八

年。

(
1
2
)
h
t
t
p
:
/
 /www.hi.u,tokyo.ac.j p
/
 pe
r
s
o
n
a
l
¥
e
n
d
o
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m
l
 -K。

ア
ク
セ
ス
は
タ
イ
ト
ル
名
で
ネ
ッ
ト
検
索
の
こ
と
。

(13)
注
1
永
村
書
一
四
0
頁
以
下
。

(14)
「
三
重
県
史
」
資
料
編
古
代
・
中
世
（
上
）
黒
田
荘
一
三
四
八
゜

(15)

一
部
、
「
三
重
県
史
」
資
料
絹
古
代
・
中
世
（
上
）
黒
田
荘

一
三
六
五
に
翻
刻
が
あ
る
。
本
文
で
の
以
下
の
翻
刻
は
、
畠
山
聡
と

遠
藤
の
翻
刻
・
校
訂
に
よ
る
。

(16)
三
輪
慎
嗣
「
東
大
寺
「
＋
―
-
大
会
」
を
め
ぐ
っ
て
」
「
仏
教
史
学
研
究
」

六
0
ー
ニ
、
二

0
一
八
年
。

(17)
勝
俣
鎮
夫
「
交
換
と
所
有
の
観
念
」
「
戦
国
時
代
論
」
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
。

(18)
畠
山
聡
「
転
害
会
関
係
史
料
」
(
-
)
（
二
）
「
寺
院
史
研
究
」

―
―
・
ー
ニ
、
二

0
0
八
・
ニ

0
―
一
年
。

(19)
永
村
餌
「
寺
院
社
会
史
の
視
点
か
ら
み
る
中
世
の
法
会
」
「
儀
礼
に

み
る
日
本
の
仏
教
」
法
蔵
館
、
二

0
0
一年。

(20
）
注
7
-
―
-
輪
論
文
。
佐
藤
泰
弘
「
華
厳
会
免
田
の
収
取
と
領
主
」
「
歴

史
文
化
特
集
」
一
五
四
、
甲
南
大
学
文
学
部
、
二

0
0
七
年
。

(21)
注
1
永
村
書
六
三
五
頁
以
下
参
照
。
ま
た
楽
人
に
つ
い
て
は
、
永
村

餌
「
中
世
東
大
寺
の
楽
人
・
舞
人
」
福
島
和
夫
編
「
中
世
音
楽
史
論
叢
」

和
泉
書
院
、
二

0
0
一年。

(22)
応
永
九
年
十
月
五
日
東
大
寺
八
幡
宮
大
般
若
供
養
供
料
納
所
職
請
文

（
京
都
大
学
文
学
部
所
蔵
東
大
寺
文
書
、
「
大
日
本
史
料
」
七
絹
五
冊

応
永
九
年
雑
載
九
三
六
頁
）
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(23)
注
1
稲
葉
書
三
六
八
頁
以
下
。
注
5
平
澤
論
文
。

(24)
「
三
重
県
史
」
資
料
編
古
代
・
中
世
（
下
）
玉
瀧
荘
四
七
三
。

(25)
河
上
荘
は
、
鈴
木
鋭
彦
「
鎌
倉
時
代
畿
内
土
地
所
有
の
研
究
」
吉
川

弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
西
尾
知
己
「
大
和
国
河
上
荘
」
海
老
澤
衷

編
「
よ
み
が
え
る
荘
園
」
勉
誠
社
、
二

0
一
九
年
。
採
・
玉
井
に
つ

い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
は
、
「
講
座
日
本
荘
園
史
七
近
畿
地
方

の
荘
園
11
」
（
吉
川
弘
文
館
、
）
を
参
照
。
河
上
荘
、
採
荘
一
八
一
頁

以
下
、
玉
井
荘
七
一
頁
以
下
。

(26)
「
大
日
本
古
文
書
東
大
寺
文
書
j

―
八
巻
一

0
五
六
号
。
（
以
下
、

大
日
古
一
八
-
1
0
五
六
）
。

(
2
7
)大日
古
ニ
―
ー
一
五
四
五
・
同
一
八
—

1
0
八
三
。

(28)
三
輪
飩
嗣
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
鎖
西
米
の
基
礎
的
考
察
」
「
九
州
史
学
」

一
七
六
、
二

0
一
七
年
。

- 23 -

Akita University




